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基本政策Ⅲ 一人ひと り の教育的ニーズに対応する 

　 本市においては、特別支援学校や特別支援学級に在籍する 障害のある児童生徒、通

級による 指導を 受けている 児童生徒、ま た 、通常の学級における 発達障害の可能性の

ある児童生徒のほか、いじ めや不登校、経済的に困難な家庭環境、外国につながり のあ

る 子ども など 、さ まざ まな教育的ニーズのある 子ども が増加傾向にあり ます。

　 加えて 、近年では本来大人が担う と 想定さ れている 家事や家族の世話など を日常的

に行っている「 ヤン グケアラ ー」への支援や「 子ど も の貧困」への対応が求めら れてお

り 、こ のよう な 背景を 持つ子ど も は教育や体験の機会に乏し く 、地域や社会から 孤立

し 、さ まざ まな面で不利な状況に置かれてし まう 傾向にあり ます。

　 こ のよう な中で、学校には、子ども たちが安心して楽し く 通える 環境であるこ と や、福

祉と の連携が求めら れており 、子ど も の発達や学習を 取り 巻く 個別の教育的ニーズを

把握し 、一人ひと り に合っ た支援を 行っていき ます。 

　 市立特別支援学校においては、在籍児童生徒数が平成19（ 2 0 0 7 ）年度以降増加傾

向にあり【 図表６ 】、施設の狭あい化や障害の重度・ 重複化、多様化への対応等が課題

と なってき まし た 。こ れま で 、市立特別支援学校の再編整備や分教室の設置、医療的

ケア＊拠点校の整備など に 取り 組んで き まし たが、今後も 、一人ひと り の教育的ニーズ

に応じ た適切な 教育を 行う ため、良好な 教育環境の確保や医療的ケア 支援のさ ら なる

充実、居住地校交流＊の促進などの取組を 進める 必要があり ま す。

　 ま た 、川崎高等学校附属中学校を 除く すべての小・ 中学校に設置し ている 特別支援

学級の在籍児童生徒数も 増加が続いており 、そ の障害も 重度･重複化、多様化し てい

るこ と から 、さ まざ まな 障害に応じ た専門的な 教育や、一人ひと り の教育的ニーズに応

じ た支援、適切な 教員配置、教育環境の整備等が課題と なっていま す。

　 通常の学級においては、発達障害の可能性のある 児童生徒が多数在籍し ており 、通

級による 指導が必要な児童生徒は増加傾向にあり ま す。ま た 、日本語指導が必要な児

童生徒も 増加しており 、適切な支援が求めら れていま す。

　 不登校児童生徒については、「 無気力、不安」、「 友人関係を めぐる 問題」、「 学業の不

振」等さ ま ざ ま な 要因から 小・ 中学校と も に 増加傾向にあり ま す【 図表７ 】。不登校児

童生徒への支援は「 学校に登校する 」と いう 結果のみを 目標にする ので はなく 、児童

生徒が自ら の進路を 主体的にと ら えて 、社会的に自立する こ と を めざ す必要がある こ

と 、ま た 、児童生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を 見つめ直す等の積極的

な 意味を 持つこ と がある 一方で 、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立の

困難さ 等のリ スク が存在するこ と に留意する 必要があるこ と から 、こ れま で以上に、丁

○ 現状と 課題 ○ 
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寧かつさ まざ まな支援を 行っていく こ と が求めら れていま す。家庭やフリ ースク ール＊等

と の連携を 一層進めると と も に、G IG A スク ール構想の取組等を 踏まえ 、IC Tを 活用し

た学習支援の拡充を 行う など 、多様で 適切な 教育機会を 確保し ていく こ と が重要と な

り ます。

　 いじ めに関し ては、パソ コ ン やスマート フ ォン の普及など子ど も を 取り 巻く 環境の変

化により 、その態様も さ まざ まになっており 、見えにく く なっています。

　 いじ めの認知件数は、近年、中学校においてはほぼ横ばいで推移する 一方、小学校に

おいては増加傾向を 示し ていま す【 図表８ 】。本市で は、「 かわさ き 共生＊共育プ ロ グラ

ム」を 通じ て 、子ど も たち の社会性や豊かな人間関係づく り 、人間関係によるト ラ ブル

の未然防止等を 図ると と も に、「 川崎市いじ め防止基本方針＊」に基づき 各学校が方針

を 定め、支援教育コ ーディ ネータ ーなど 、教職員がき め細かく 子ど も たち の活動の場に

目を 向け、いじ めの早期発見、初期対応を 図っていま す。ま た 、スク ールカ ウン セラ ー＊

や学校巡回カ ウン セラ ー＊による 相談活動や、スク ールソ ーシャルワーカ ー＊を 通じ た専

門機関と の連携など も 通じ て 、学校全体で 支援する 校内体制を 確立するこ と がより 一

層重要と なっています。

　 経済的に厳し い状況にある世帯で は、経済的な 理由による 進学断念・ 中退が起こ る

可能性が高く 、本人の希望等によら ず進学・ 在学を 諦めざ る を 得ない状況について 懸

念さ れま す。学習意欲のあるすべての子ど も が、経済的な 理由のために学習機会が失

われるこ と の無いよう 、国や県等による 経済的負担の軽減施策の動向を 踏まえた適切

な支援が求めら れています。

　 子ど も たち を 取り 巻く 環境の変化に伴い 、課題が多様化・ 複雑化する 中で 、学校で

は、子ど も が抱える 課題に対し て 、組織的な支援を 進めら れる よう 校内支援体制の構

築を 図る と と も に、学校だけで はなく 、保健・ 医療・ 福祉等の専門機関と 連携し ながら

一人ひと り の教育的ニーズに応じ たき め細かな支援を 総合的に推進し ていく こ と が必

要です。

国際教室＊で の日本語指導の様子
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図表６  市立特別支援学校・ 特別支援学級在籍者の児童生徒数の推移

特別支援学校

特別支援学級

H19

3 0 4

1,4 0 0

H20

329

1,5 01

H21

350

1,627

H22

3 69

1,70 0

H23

395

1,82 5

H24

419

1,859

H25

4 41

1,893

H26

510

1,9 8 4

H27

5 47

2 ,037

H28

56 6

2 ,18 6

H29

591

2 ,316

H30

616

2 ,4 8 0

R1

617

2 ,6 6 0

R2

624

2 ,7 76

R3

631

2 ,978

4 ,0 0 0

3 ,5 0 0

3 ,0 0 0

2 ,5 0 0

2 ,0 0 0

1 ,5 0 0

1 ,0 0 0

5 0 0

0

(人)

資料：  川崎市教育委員会調べ

図表７  不登校児童生徒数の推移

資料：  川崎市教育委員会調べ

中学生

小学生

H28

1,116

378

H29

1,242

43 0

H30

1,33 8

529

R1

1,3 89

70 0

R2

1,370

8 07

1,49 4

1,672

1,8 67

2 ,0 89
2 ,17 7

2 ,10 0

1 ,8 0 0

1 ,5 0 0

1 ,2 0 0

9 0 0

6 0 0

3 0 0

0

(人)



基本政策Ⅲ　 一人ひと り の教育的ニーズに対応する

5 4

基

本

政

策

Ⅲ

第

３

章

図表８  いじ めの認知件数及び解消率

資料：  川崎市教育委員会調べ

小学校認知件数

中学校認知件数

小学校解消率

中学校解消率

H28

1,165

231

83 .2

91.8

H29

1,92 3

253

73 .5

85 .8

H30

2 ,97 3

263

71.8

89 .0

R1

4 ,027

3 49

73 .1

81.9

R2

3 ,6 8 8

260

70 .2

76 .5

4 ,5 0 0

4 ,0 0 0

3 ,5 0 0

3 ,0 0 0

2 ,5 0 0

2 ,0 0 0

1 ,5 0 0

1 ,0 0 0

5 0 0

0

(人) 10 0

9 5

9 0

8 5

8 0

7 5

70

6 5

6 0

5 5

5 0

(% )

図表９  「 いじ めはどんな理由があっても いけないこ と だと 思う 」と

　 　 　  回答し た児童生徒の割合

資料： 全国学力・ 学習状況調査

小学校６ 年生 中学校３ 年生

川崎市

全国

H26

76 .8

8 2 .1

H2 7

7 7.0

81 .8

H28

78 .3

8 3 .1

H2 9

7 7.9

81 .2

H3 0

8 3 .2

9 6 .8

R1

8 2 .5

97.1

10 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

10

0

(% )

R3

81 .5

8 4 .1

川崎市

全国

H26

6 2 .2

7 2 .1

H27

6 4 .2

7 3 .0

H2 8

6 6 .4

74 .8

H2 9

6 6 .7

7 3 .3

H3 0

74 .3

8 0 .7

R1

71 .9

7 8 .3

10 0

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

10

0

(% )

R3

7 9 .7

81 .4

※令和２（ 2 0 2 0 ）年度については、全国学力・ 学習状況調査が実施さ れていないため、記載をしていません。
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　 障害の有無や生まれ育っ た環境に関わらず、すべての子ど も が大切にさ れ、いき いきと

個性を 発揮できるよう 、一人ひと り の教育的ニーズに適切に対応していく 教育（ 支援教育＊）

を 学校教育全体で推進し ます。

○ 政策目標 ○ 

○ 参考指標 ○ 

※不登校については、文部科学省から「 不登校児童生徒への支援の在り 方について」（ 令和元（ 2 019 ）年10 月）が発出さ れ、「 学校に

登校する 」と いう 結果のみを目標にする のではなく 、児童生徒が自ら の進路を主体的にと ら えて、社会的に自立するこ と をめざ

す必要がある 、と いう 考え方が示さ れたため、不登校児童生徒の出現率については、第３ 期実施計画から 目標値を定めないこ と

としています。

課題が解消・ 改善傾向がみら れる 人

数÷特別支援・ 通常級在籍の発達障

害、不登校など 課題のある児童数

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

指標名 指標の説明 実績値
目標値

（ Ｒ３（ 2 0 21 ））

目標値

（ Ｒ７（ 2 0 2 5 ））

支援の必要な

児童の課題改善率 

（ 小学校）

9 0 .9 %

（ R２ ）

9 5 .0 ％

　   以上 

9 7.0 ％

　   以上 

課題が解消・ 改善傾向がみら れる 人

数÷特別支援・ 通常級在籍の発達障

害、不登校など 課題のある生徒数

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

支援の必要な

生徒の課題改善率

（ 中学校）

【 第３ 期から 設定】 

74 .5％

（ R2 ） 
ー

8 0 .0 ％

　   以上 

通常の学級に在籍する支援の必要な

児童生徒に対し て個別の指導計画を

作成し た児童生徒の割合

※学校の割合から 児童生徒の割合に

見直し

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

個別の指導計画＊

の作成率

（ 小・ 中・ 高等学校）

7 0 .9 %

（ R３ ）
10 0 % 10 0 %

市立特別支援学校卒業生のう ち 、就

労し た生徒の１ 年後の定着率

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

就労し た生徒の

１ 年後の就労定着率

（ 特別支援学校）

【 第３ 期から 設定】 

9 3 .9 %

（ R１ ）
ー 10 0 %

いじ めが解消し た割合

（ 解消し た件数／認知件数×10 0 ）

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

いじ めの解消率

小学校

7 0 .2 %

中学校

76 .5 %

（ R２ ） 

小学校

8 5 .0 %

中学校

9 2 .0 %

　   以上 

小学校

8 5 .5 %

中学校

9 2 .0 %

　   以上 

何ら かの心理的、情緒的、身体的、あ

るいは社会的要因・ 背景により 、連続

又は継続して3 0 日以上欠席し た児童

生徒数の割合（ 不登校児童生徒数／

全児童生徒数×10 0 ）

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

不登校児童生徒の

出現率 

小学校

1.0 9 %

中学校

4 .61%

（ R２ ） 

小学校

0 .3 0 %

中学校

3 .3 4 %

　   以上 

ー※

暴 力 行 為 発 生 件 数÷ 全 生 徒 数 ×

1,0 0 0

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

1 ,0 0 0人当たり の

暴力行為発生件数

（ 中学校）

【 第３ 期から 設定】

5 .0 5 件

（ R２ ）
ー

6 .7件以下

※コ ロナ禍以前の

最小値

（ Ｈ 2 9 、Ｈ 3 0 ）

支援が実施でき なかっ た（ 12 月時点）

児童数÷支援の必要な児童数

【 出典： 川崎市教育委員会調べ】

支援の必要な

児童に対する

支援の未実施率

（ 小学校） 

0 ％

（ R2 ） 
0 % 0 %
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　 本市では、共生社会の形成に向け、「 イン クルーシブ 教育システム＊」の構築に取り 組

み、特別支援教育のさ ら なる 充実を 図ると と も に、教育的ニーズのあるすべての児童生

徒を 対象と し た支援教育を 推進し ていま す。今後も すべての子ど も が必要な 教育的支

援を 受け、で きる 限り 同じ 場で 学ぶこ と を 通じ て 、学習に参加し ている 実感・ 達成感を

持ち ながら 、充実し た時間を 過ご す中で 助け合い、支え合って生き ていく 力を 身につけ

るこ と をめざし ます。

・「 第２ 期川崎市特別支援教育推進計画＊」に基づき 、発達障害を 含めた特別支援教育の

対象である 子ど も への支援を 充実さ せ、さ ら に、障害の有無に関わらず、教育的ニーズ

のあるすべての子ども を 対象に、一人ひと り に応じ た適切な支援を 行います。

・ 小学校の通級指導教室＊において 、保護者の送迎負担や交通アク セス等の課題解消に

向けて 、巡回による 指導を 段階的に導入し ます。

・ 医療的ケアを 必要と する児童生徒の状況に応じ た適切な支援を 行います。

・ 小・ 中学校の特別支援学級に在籍する 重度の障害のある 児童生徒に対し て 、外部人材

を 活用し た介助支援人材を 配置し 、安定的な学級運営を 図り ます。

・ 特別支援学校卒業後の生徒それぞれの社会的自立に向けて 、職業教育等を 充実さ せる

と と も に、関係機関と の連携を 強化し 、就労支援の充実を 図り ます。

・ 市域内の特別支援学校の狭あい化解消に向け、特別支援学校の設置義務者＊である 神

奈川県と 連携し ながら 、良好な教育環境の確保に向けた取組を 進めます。

・ 障害のある 子ど も の自立や社会参加の促進のほか、障害のない子ど も にと っても 、さ ま

ざ ま な人と 助け合い支え合って生き ていく こ と を 学ぶ機会と なる よう 、特別支援学校

の居住地校交流など 児童生徒の実態に応じ た交流及び共同学習を推進し ます。

・ いじ め・ 不登校の未然防止、早期発見・ 解決を 図るため、「 川崎市いじ め防止基本方針」

に基づく 取組を 進めると と も に、「 かわさ き 共生＊共育プ ログラム」の実施、教育相談体

制の充実など を 図り ま す。

・ 各学校において 支援教育コ ーディ ネータ ー等を 中心に、包括的な児童生徒の支援体制

を 整備すると と も に、さ まざ ま な 教育的ニーズに対応するため、スク ールカ ウン セラ ー

による 相談活動や、スク ールソ ーシャルワーカ ーを 通じ た専門機関等と の連携強化を 図

り ます。

施策１ ．共生社会の形成に向けた支援教育の推進
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・ ヤン グケアラ ーや子ど も の貧困など 、児童生徒を 取り 巻く 環境は年々変化し 、支援ニー

ズも 複雑化・ 多様化し ており 、区役所の子育て 支援・ 福祉関係部署等と 連携し た子ども

支援を 進めま す。

・ IC Tを 活用し た学習支援、ゆう ゆう 広場＊で の体験活動、フ リ ースク ール等と の連携な

ど 、さ まざ まな 取組を 通して児童生徒の自己肯定感を 高め、登校支援を 行う と と も に、

夜間学級＊で の学び直し も 含めて 、一人ひと り のニーズに応じ た教育の機会を 確保し 、社

会的な自立のための支援を 行います。

・ 不登校児童生徒への支援の充実を 図るため、IC T 等を 活用し た学習支援や不登校特例

校＊について調査・ 研究を 進めます。

・ 外国につながり のある児童生徒の学校生活への適応を 支援すると と も に、日本語指導

体制の充実を 図るなど 、一人ひと り に応じ た支援を推進し ます。

・ 経済的理由により 就学が困難な児童生徒の保護者に対し て 就学援助＊を 実施し ま す。

また 、経済的理由により 修学が困難な高校生・ 大学生に対し 、奨学金の支給・ 貸付を 実

施し ます。

コ ラム
【 支援教育コ ーディ ネータ ーと は】

　 本市では、従来の特別支援教育コ ーディ ネータ ーの機能を拡充し 、小学校では児童指

導や教育相談の機能を併せ持った児童支援活動の中核と なる「 児童支援コ ーディ ネー

タ ー」、中学校では教育相談の機能を併せ持ち 、生徒指導担当と 協働し ながら 、校内支

援体制の中核を担う「 支援教育コ ーディ ネーター」など、校種や機能の違いにより 異なる

名称を使用していまし たが、本プランから「 支援教育コ ーディ ネータ ー」と いう 名称に統

一し まし た。

　 今後は、多様化する教育的ニーズに適切に対応するため、こ れまで以上に小学校と 中

学校の「 支援教育コ ーディ ネータ ー」の連携を強化していく こと が求めら れます。名称を

統一し 、その役割を改めて各学校に周知・ 徹底すると と も に、小・ 中学校のコ ーディ ネー

ターが密接に連携し 、切れ目のない支援ができるよう 取組を進めます。
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コ ラム
【 ヤン グケアラ ーと は】

　 法令上の定義はあり ませんが、一般に、本来大人が担う と 想定さ れている家事や家族

の世話などを日常的に行っている子どもと さ れています。

　 ヤングケアラ ーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負う こと で、

本人の育ちや教育に影響があると いった課題があり ますが、家庭内のデリ ケート な問題

であること 、本人や家族に自覚がないと いった理由から 、支援が必要であっても 表面化し

にく い構造と なっています。

　 ヤングケアラ ーに対しては、さ まざまな分野が連携し たアウト リ ーチによる支援が重

要であり 、福祉・ 介護・ 医療・ 教育分野のさら なる連携が重要と なり ます。

事務事業名

現状 事業内容・ 目標

令和3（ 2 0 21 ）
年度

令和4（ 2 0 2 2 ）
年度

令和5（ 2 0 2 3 ）
年度

令和6（ 2 0 2 4 ）
年度

令和7（ 2 0 2 5 ）
年度

令和8（ 2 0 2 6 ）
年度以降

●特別支援学校と 通級指導教室のセンタ ー的機能の強化による小・ 中学校への支援

・ 特 別 支 援学 校と
通級指導教室の担
当教員によ る 各学
校の支援

継続実施 事業推進

●個別の指導計画の作成及び切れ目のない適切な引継ぎの促進

・ 指 導 計 画 作成と
サ ポ ート ノ ート を
活用し た引継ぎ

継続実施

●特別支援教育研修の実施による教員の専門性の向上

必修研修:19 回
希望研修:10 回

・ 特別 支 援 教 育研
修の実施

●医療的ケアを必要と する児童生徒への支援

・ 児 童 生 徒 の実 情
に合わせた 看護師
の派遣

継続実施

●小・ 中学校通級指導教室の充実

○ 通級指導教室の設置校における指導
小学 校 言 語・ 情緒
関連:各区
中 学 校 情 緒 関 連 :
市内３ か所

・ 小・ 中学校通級指
導教室における 指
導

○ 通級指導体制の充実
・ 通 級 指 導体 制の
充実に向けた 巡回
方式の試行実施

・ エ リ ア 拠 点 校 の
設置と 巡回方式に
よる 通級指導体制
の充実

・ 知能・ 発達の検査
体制強化に向けた
検討

・ 検 討 結 果 に 基づ
く 取組の推進

★特別支援教育推進事業

「 第2 期特別支援教育推進計

画」に基づき 、共生社会の形成

を めざ し た 支 援 教育の推 進

や、教育的ニーズに応じ た多様

な 学びの場の整備、小・ 中・ 高

等学校における支援体制の構

築、教職員の専門性の向上等

を図り ます。

●長期入院・ 入所児童生徒への学習支援の実施

・ 長期入院・ 入所児
童生徒への指導者
配置

継続実施
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事務事業名

現状 事業内容・ 目標

令和3（ 2 0 21 ）
年度

令和4（ 2 0 2 2 ）
年度

令和5（ 2 0 2 3 ）
年度

令和6（ 2 0 2 4 ）
年度

令和7（ 2 0 2 5 ）
年度

令和8（ 2 0 2 6 ）
年度以降

●小・ 中学校の特別支援学級への介助支援人材の配置

配置校数:10 校 ・ 学 校 の 実 情に 応
じ た継続配置

●社会的自立に向けた就労支援の実施

・ 高 等 部 に お ける
就労に向けた職業
教育の実施

・ 関 係 機 関と の 連
携によ る 支援の充
実

●福祉部門と 連携し た一人ひとり の教育的ニーズに応じ た早期から の一貫し た

　 教育支援の実施

・ 福 祉と 連 携し た
教育支援の充実

継続実施

●一人ひとり の子ども の状況に応じ た支援のための小・ 中・ 高等学校における

　 特別支援教育サポータ ー＊の配置

R2 配置回数:
21 ,0 9 2 回

・ 特別 支 援 教育サ
ポータ ーの配置

●児童生徒の実態に応じ た交流及び共同学習の推進

・ 児 童 生 徒の実 態
に応じ て 各学校で
実施

継続実施

●特別支援学校の計画的な施設整備

○ 中央支援学校大戸分教室の増築
・ 基礎調査の実施 ・ 校舎等の設計・ 工

事
完成

○ 中央支援学校高等部分教室の整備
・ 基 本 計 画の策 定
及び学校化に向け
た検討

・ 校舎等の設計・ 工
事
・ 学 校 化に 向 け た
検討結果に 基づく
取組の推進

校舎完成
（ R８ )〔 2 0 2 6 〕

○ 受入枠拡充に向けた神奈川県と の調整
・ 神 奈 川 県と の 協
議の実施

・ 県 立特別 支 援学
校新設に向けた取
組の推進

事業推進
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事務事業名

現状 事業内容・ 目標

令和3（ 2 0 21 ）
年度

令和4（ 2 0 2 2 ）
年度

令和5（ 2 0 2 3 ）
年度

令和6（ 2 0 2 4 ）
年度

令和7（ 2 0 2 5 ）
年度

令和8（ 2 0 2 6 ）
年度以降

●多様な相談機能の提供

・ 24 時間電話相談
・ 教育相 談 室の 運
営
・ 不登校 児 童 生 徒
へのI C T を 活用し
た学習保障

・ 多様な 相 談機 能
による 相談支援の
実施

★児童生徒支援・ 相談事業 ●支援教育コ ーディ ネータ ーを中心とした児童生徒支援の推進

○ 支援教育コ ーディ ネーターの配置
小学校:全校
中学校:41校

小学校:全校
中学校:全校

小学校:全校
中学校:全校

小学校:全校
中学校:全校

小学校:全校
中学校:全校

事業推進

○ コ ーディ ネーターのスキルアップに向けた研修の実施
研修の実施:８ 回 ・ 研修の実施

●スクールカウンセラ ー・ 学校巡回カウンセラ ーを活用し た専門的相談支援の充実

○ スクールカウンセラ ーの配置
・ 全中学校・ 高等学
校への配置

・ カ ウン セラ ーによ
る 専門的支援の充
実

○ 学校巡回カウンセラーの派遣
・ 全小学校、特別支
援学校への要請派
遣

・ 小学校、特別支援
学校への定期派遣
の推進

●スクールソーシャルワーカーによる学校・ 家庭等への支援及び関係機関と の連携強化

配置:8 名

・ 各学 校への 要 請
訪問と 巡回型によ
る 支援に向けた検
討・ 試行

配置:11名

・ 各学 校への 要 請
訪問と 巡回派遣に
よる支援の充実

配置:12 名 配置:13 名 配置:14 名

●各学校における「 かわさ き共生＊共育プログラム」の推進

○ 各学校における授業の実施
・ 年 間 ６ 時 間（ 標
準）の授業の実施

継続実施 事業推進

○ 担当者研修の実施
研修の実施:年２ 回 ・ 担 当者研 修の 実

施

○ ICTを活用したエク ササイズと 効果測定の検証
・ 研究 協力 校 で の
I C T を 活用し た エ
ク ササイ ズと 効果
測定の検証

・ 各学校で のICTを
活用し た エク ササ
イ ズと 効果測定実
施の支援

○ エク ササイズ集を活用した取組の実施
・ G IG A 端末に対応
し た エク ササイ ズ
集の見直し

・ エク ササイズ集を
活用し た 取組の実
施

共生・ 共育推進事業

豊かな人間関係を育む「 かわさ

き 共生＊共育プログラム」を実

践し 、いじ め・ 不登校の未然防

止等を 図り ます。また、プ ロ グ

ラムの「 効果測定＊」の活用によ

り 、子ども への理解を 深め、児

童 生徒指 導の充 実を 図り ま

す。

不登校やいじ めの問題への対

応と と も に、子ども たちの豊か

な心を育むため、支援教育コ ー

ディ ネータ ーやスクールカウン

セラ ー等を配置し 、活用を図り

ます。また、子ど も が置かれて

いる 環境の調整を 行う スク ー

ルソーシャルワーカーを各区に

配置し 、関係機関と の連携に

より 児童生徒の抱える 課題の

解決を支援し ます。
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事務事業名

現状 事業内容・ 目標

令和3（ 2 0 21 ）
年度

令和4（ 2 0 2 2 ）
年度

令和5（ 2 0 2 3 ）
年度

令和6（ 2 0 2 4 ）
年度

令和7（ 2 0 2 5 ）
年度

令和8（ 2 0 2 6 ）
年度以降

海外帰国・ 外国人児童

生徒相談・ 支援事業

●不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援のための居場所としての「 ゆう ゆう 広場」の運営

・ 市内6か所の運営 継続実施 事業推進

●子どもたちの目線により 近い支援・ 相談のためのメ ンタルフレンド ＊の配置・ 活用

配置:2 0 名 ・ メ ン タ ルフ レンド
の配置・ 活用

●G IG A 端末等を活用し た長期欠席・ 不登校等の児童生徒への支援

・ オン ラ イン 授業や
デジ タ ル教材に よ
る 児童生徒への支
援

・ 端 末 活 用 等 に よ
る 児童生徒への支
援の充実

●海外帰国・ 外国人児童生徒に対する教育相談の実施

・ 教育相談の実施 継続実施 事業推進

●初期段階の日本語学習と 学校生活への適応支援

R2 新たに日本語指
導初期支援員を 配
置し た児童生徒数:
16 8 名

・ 日本 語指 導 初期
支援員の配置

●不登校特例校など不登校支援の充実に向けた取組の推進

・ 不登校 特 例 校な
ど不登校支援の充
実に向けた検討

・ 事例研究・ IC T活
用の研究

・ 不登校 特 例 校 設
置可能性の検討

・ 検 討 結 果を 踏ま
えた取組の推進

●既卒者の学び直し を含む多様なニーズに対応する夜間学級の運営
○ 夜間学級の運営による一人ひとり の教育的ニーズに応じ た指導・ 支援の充実

・ 西中原中学校夜間
学級の運営

継続実施

○ 入学及び編入相談の充実
・ 希望者に対する入
学及び 編入相談の
充実

継続実施

●特別の教育課程による日本語指導の実施

○ 国際教室の設置及び非常勤講師の配置
国際教室設置校数:
4 4 校
巡回非常勤講師配
置校数:7 5 校

・ 国 際 教 室の設 置
及び 非常勤講師の
配置

○ 国際教室担当者等への研修の実施
研修の実施:４ 回 ・ 国 際 教 室 担 当者

等への研修の実施

●多言語を用いた保護者等と の円滑なコミ ュニケーショ ン手段の確保

○ 通訳機器の配置
・ 通訳機器等、IC T
機器の活用

継続実施

○ 通訳・ 翻訳の充実
・ 通訳・ 翻訳支援業
務の外部委託

継続実施

●円滑な就学に向けた支援

○ 就学前の学校説明会「 プレスクール＊」の開催
開催数:７ 回 ・ プ レスク ールの開

催

○ 就学案内及び就学状況の把握による就学機会の確保
・ 就学案内及び就学
状況の把握

継続実施

★教育機会確保推進事業

不登校の児童生徒の居場所と

して「 ゆう ゆう 広場」を 運営し 、

きめ細かな相談活動を通して、

状況の改善を 図り 、社会的自

立につなげると と も に、中学校

夜間学級の運営を 行い、教育

の機会確保を図り ます。

学校と 関係機関が連携して、日

本語でのコ ミ ュ ニケーショ ンに

不安があ る 児童 生徒等の相

談・ 支援体制の整備を 進めま

す。また、日本語指導初期支援

員を配置すると と も に、特別の

教育課程による日本語指導体

制の充実を図り ます。
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事務事業名

現状 事業内容・ 目標

令和3（ 2 0 21 ）
年度

令和4（ 2 0 2 2 ）
年度

令和5（ 2 0 2 3 ）
年度

令和6（ 2 0 2 4 ）
年度

令和7（ 2 0 2 5 ）
年度

令和8（ 2 0 2 6 ）
年度以降

●特別支援教育就学奨励費の支給による支援

・ 円滑な支給 継続実施

●高等学校奨学金の支給及び大学奨学金の貸付による支援

・ 円滑な支給・ 貸付 継続実施

●就学事務システムによる就学事務の円滑な実施

・ 就学事務の実施 継続実施

●確実な就学援助費の支給による支援

○ 新入学児童生徒学用品費の入学前支給
・ 入学 前 の 学用 品
費の迅速な支給

継続実施 事業推進

○ 就学援助システム＊を活用し た円滑な認定及び支給の実施
・ システムを 活用し
た迅速な 認定及び
支給

継続実施

就学等支援事業

就学援助費や特別支援教育就

学奨励費、高等学校奨学金な

ど 、経済的支援を 行う と と も

に、法令等に基づく 、就学事務

を適正に執行し ます。
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基本政策Ⅳ 良好な教育環境を整備する 
　子どもたちが安全・安心で快適な環境の中でいきいきと学び、活動できるよう、子ど
もたちが自ら事故や災害から身を守るための能力を身につける安全教育を推進すると
ともに、学校内や通学路の環境整備に努め、児童生徒の安全を確保します。
　また、学校施設の計画的な再生整備や予防保全による教育環境の改善と長寿命化、
さらに、トイレの快適化や施設のバリアフリー化のほか、地域の避難所でもある学校
施設の防災機能の強化を図るとともに、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員
定数の標準に関する法律（以下、義務標準法という。）」の改正に伴う35人学級の実施や
児童生徒の増加への対応を的確に行い、良好な教育環境を確保します。

　昨今、登下校時に犯罪に巻き込まれる事件や交通事故、東日本大震災に見られるよう
な地震や津波、大型台風や集中豪雨による水害などの自然災害等が各地で起きていま
す。そのような状況の中、子どもたちの自他の生命を尊重し、生涯にわたって安全に
日々の生活を送るための基礎を培うとともに、安全で安心な社会づくりに貢献できる
ような態度を育てることが求められています。そのためにも、学校教育活動全体を通じ
て、安全に関する教育を組織的に推進し、さらに、地域社会や家庭との連携をとりなが
ら学校安全の推進を図ることが必要です。
　交通事故については、小学校低学年が事故に遭う件数が多くなっており、自転車走
行中や歩行中の事故が多くなっています。このような状況下において、子どもの交通事
故を防止するためには、交通ルールを学ぶ教育の充実を図ることはもとより、子どもが
安心して登下校できるよう通学路の安全確保に向けた取組が必要です。
　学校施設については、本市が保有する施設全体の約７割が築年数20年以上を経過し
ており【図表１0】、今後も引き続き、「学校施設長期保全計画」に基づき、計画的に予防
保全を実施するとともに、再生整備による老朽化対策、質的向上、環境対策を実施し、
教育環境の改善を図りながら、長寿命化を進めていくことが必要です。あわせて、令和
３（2021）年４月に改正された国の「公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施
設整備基本方針＊」では、老朽化対策とともに、自然災害や感染症などから児童生徒等
を守るため、防災機能の強化や衛生環境の改善による安全・安心な教育環境の確保が
不可欠であるとされているほか、バリアフリー法＊も改正されたところであり、これらに
対応した取組が必要となっています。また、「川崎市地域防災計画＊」において、学校施
設は避難所・地域防災拠点として指定されていることから、防災機能の強化を図ってい
く必要があります。

○ 現状と課題 ○ 
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　スクールガード・リーダーや地域交通安全員の配置による子どもたちの見守りや、防
災教育を通じた自分の身を守る教育の推進など、安全教育の推進を図ります。
　「学校施設長期保全計画」に基づく改修工事や、エレベータの設置などバリアフリー
化の取組を進め、より多くの学校の教育環境を早期に改善し、安全・安心で快適な教育
環境を整備します。 

○ 政策目標 ○ 

○ 参考指標 ○ 

トイレを快適化した校数
【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 指標の説明 実績値
（Ｒ３（2021））

目標値
（Ｒ３（2021））

目標値
（Ｒ７（2025））

トイレ快適化整備
校数（小・中・高・
特別支援学校） 

141校 123校 
　以上 

175校
（R4）

校舎増改築や既存校舎改修による
エレベータの設置校の割合
【出典：川崎市教育委員会調べ】

エレベータ設置
校数の割合
（小・中・高・
特別支援学校）

93.1% 86.2% 
　以上 

98.3％
　以上

児童生徒の登下校中の交通事故件数
（過去5年間平均）
【出典：川崎市教育委員会調べ】

児童生徒の
登下校中の
事故件数 

35.6件
（R2）

25件
　以下 

23件
　以下 

築年数20年以下（平成25（2013）年
度時点）の学校施設数＋老朽化対策
及び質的向上が行われた学校施設／
全学校施設
【出典：川崎市教育委員会調べ】

老朽化対策及び
質的向上が
行われた学校施設
の割合 

39.7％ 50.0% 
　以上 

80.0%
　以上 

　本市では、今後も大規模集合住宅の建設等により児童生徒数の増加が見込まれる
【図表11】地域があるほか、義務標準法の改正に伴い小学校の学級編制基準が段階的
に引き下げられることを踏まえ、必要な教室数を確保し、良好な教育環境を維持するこ
とが求められています。

図表10 建築後経過年数別保有面積（令和３（2021）年度時点）

図表11 児童・生徒数、学級数長期推計 

小学校 中学校 高校・特支

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

(千㎡)

1～10

143

52
32

11～20

86

36
18

21～30

133

79
29

31～40

214

144

47

41～50

204

105

13

51以上
42
13
3

7割以上が築20年を超える

(年)

【小学校】

【中学校】

R3
72,033
2,233

R4
72,720
2,292

R5
72,890
2,325

R6
72,637
2,368

R7
71,954
2,387

R8
71,324
2,360

R9
69,743
2,323

児童数
学級数

75,000

70,000

65,000

60,000

(人) 2,500

2,400

2,300

2,100

2,000

(学級)

R3
29,105
796

R4
29,305
806

R5
29,315
810

R6
29,527
813

R7
29,649
812

R8
29,536
814

R9
29,764
813

生徒数
学級数

30,000
29,800
29,600
29,400
29,200
29,000
28,800
28,600

(人) 820
815
810
800
805
800
795
790

(学級)

資料：川崎市教育委員会調べ

資料：川崎市教育委員会調べ
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　スクールガード・リーダーや地域交通安全員の配置による子どもたちの見守りや、防
災教育を通じた自分の身を守る教育の推進など、安全教育の推進を図ります。
　「学校施設長期保全計画」に基づく改修工事や、エレベータの設置などバリアフリー
化の取組を進め、より多くの学校の教育環境を早期に改善し、安全・安心で快適な教育
環境を整備します。 

○ 政策目標 ○ 

○ 参考指標 ○ 

トイレを快適化した校数
【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 指標の説明 実績値
（Ｒ３（2021））

目標値
（Ｒ３（2021））

目標値
（Ｒ７（2025））

トイレ快適化整備
校数（小・中・高・
特別支援学校） 

141校 123校 
　以上 

175校
（R4）

校舎増改築や既存校舎改修による
エレベータの設置校の割合
【出典：川崎市教育委員会調べ】

エレベータ設置
校数の割合
（小・中・高・
特別支援学校）

93.1% 86.2% 
　以上 

98.3％
　以上

児童生徒の登下校中の交通事故件数
（過去5年間平均）
【出典：川崎市教育委員会調べ】

児童生徒の
登下校中の
事故件数 

35.6件
（R2）

25件
　以下 

23件
　以下 

築年数20年以下（平成25（2013）年
度時点）の学校施設数＋老朽化対策
及び質的向上が行われた学校施設／
全学校施設
【出典：川崎市教育委員会調べ】

老朽化対策及び
質的向上が
行われた学校施設
の割合 

39.7％ 50.0% 
　以上 

80.0%
　以上 
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事務事業名
現状 事業内容・目標

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

令和5（2023）
年度

令和6（2024）
年度

令和7（2025）
年度

令和8（2026）
年度以降

●学校を巡回し、通学路の危険か所のチェックや防犯対策を行う
　スクールガード・リーダーの配置
配置:25名 ・スクールガード・

リーダーの配置
事業推進

●踏切等の危険か所への地域交通安全員の適正な配置
配置:100か所
(R４.３末時点）

・各学校の実情に
応じた適正な配置

●通学路安全対策会議での議論を踏まえた危険か所の改善の推進
○ 通学路安全対策会議の開催
・会議の開催 継続実施

○ 危険か所の改善
・危険か所の改善
に向けた取組の実
施

継続実施

●学校防災教育研究推進校による先進的な研究や成果の共有と、各学校の実態に
　応じた防災教育の推進

○ 学校防災教育研究推進校の指定
指定校数:7校 ・研究推進校の指

定

○ 各学校における防災教育の推進
・防災学習テキスト
の配布と防災教育
の実施

継続実施

学校安全推進事業

スクールガード・リーダーや地
域交通安全員を配置し、登下
校時の交通事故等、地域にお
けるさまざまな危険から子ど
もたちを守る取組を推進しま
す。また、学校防災教育研究推
進校による先進的な研究の推
進や成果の共有等により、各
学校の防災力の向上を図ると
ともに、子どもたちの防災意識
を高めます。

　学校安全を推進するためには、安全教育と安全管理の両面からの取組が大切であ
り、学校の教育活動全体を通じて計画的・組織的に、子どもたちの安全確保に取り組む
ことが求められています。本施策では、スクールガード・リーダーや地域交通安全員を
配置し、登下校時の交通事故など地域におけるさまざまな危険から子どもたちを守る
取組を推進します。また、学校防災教育研究推進校における取組事例を共有すること
等により各学校の防災力の向上を図るとともに、地域や関係機関と連携した活動等を
通して、子どもたちの防災意識を高めます。 

・関連教科や総合的な学習の時間等での安全に関する学習をはじめ、特別活動、日常の
学校生活等での安全に関する指導など、学校の教育活動全体を通じて、安全に関する
指導を推進します。
・生活安全、交通安全、災害安全の各分野について、本市で作成した防災学習テキストや
交通安全リーフレット、自転車の指導資料などを活用しながら、子どもたちが危険を予
測したり、回避したりする能力を育成します。
・近年、交通事故で児童生徒が死傷している事例が全国各地で後を絶たないこともあ
り、通学路の危険か所を点検し、改善が必要な場所については関係機関と連携しなが
ら、安全対策を進めます。また、スクールガード・リーダーや地域交通安全員を配置し、
PTAや地域の方々と連携をとりながら、登下校時の安全確保をはじめ、さまざまな危険
から子どもたちを守る取組を進めます。
・地域において、子どもが巻き込まれる恐れがある犯罪の発生等に関わる情報や災害等
の情報について、関係機関と迅速な共有を図り、保護者への通知に努めるほか、関係
機関と連携した防犯パトロールの充実を図るための取組も進めるなど、地域と連携し
ながら子どもの安全を確保する対応を図ります。
・これまで取組を進めてきた地震への対策に加え、毎年各地で発生している大規模な風
水害の発生に備える必要性が高まっていることから、学校防災教育研究推進校を指定
し、先導的な研究を推進するとともに、各学校の防災担当者への研修等を通じた啓発
を行うことにより、学校や地域の実情に応じた防災教育を充実させ、学校の防災力や
子どもたちの防災意識の向上を図ります。

施策１．安全教育の推進
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事務事業名
現状 事業内容・目標

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

令和5（2023）
年度

令和6（2024）
年度

令和7（2025）
年度

令和8（2026）
年度以降

●学校を巡回し、通学路の危険か所のチェックや防犯対策を行う
　スクールガード・リーダーの配置
配置:25名 ・スクールガード・

リーダーの配置
事業推進

●踏切等の危険か所への地域交通安全員の適正な配置
配置:100か所
(R４.３末時点）

・各学校の実情に
応じた適正な配置

●通学路安全対策会議での議論を踏まえた危険か所の改善の推進
○ 通学路安全対策会議の開催
・会議の開催 継続実施

○ 危険か所の改善
・危険か所の改善
に向けた取組の実
施

継続実施

●学校防災教育研究推進校による先進的な研究や成果の共有と、各学校の実態に
　応じた防災教育の推進

○ 学校防災教育研究推進校の指定
指定校数:7校 ・研究推進校の指

定

○ 各学校における防災教育の推進
・防災学習テキスト
の配布と防災教育
の実施

継続実施

学校安全推進事業

スクールガード・リーダーや地
域交通安全員を配置し、登下
校時の交通事故等、地域にお
けるさまざまな危険から子ど
もたちを守る取組を推進しま
す。また、学校防災教育研究推
進校による先進的な研究の推
進や成果の共有等により、各
学校の防災力の向上を図ると
ともに、子どもたちの防災意識
を高めます。
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コラム 【学校プールの効率的な運用整備について】

　子どもたちの泳力向上、水の危険から身を守る運動の習得には、あらゆる児童生
徒に対応した専門的かつ効果的な水泳指導が求められている一方で、授業の実施
に当たっては、日常清掃や水質管理といったメンテナンスのほか、子どもたちの安全
確保を徹底する必要があるなど、教職員にとって大きな負担となっています。
　また、近年では、猛暑や台風、ゲリラ豪雨等により、十分な授業時間を確保できな
いケースが増えているほか、プール施設の老朽化に伴い、多大な更新費用が生じるこ
とが見込まれるなど、さまざまな課題があります。
　こうした課題に対応するため、今後、学校プールの新設・更新等のニーズが生じた
学校については、原則として、近隣の市民プールや民間プールまたは近接校のプール
の活用を検討することとし、民間事業者のきめ細かな専門的指導による子どもたち
の泳力向上、プール施設整備費用の削減、教職員の働き方改革などにつながる取組
を進めます。 

　「学校施設長期保全計画」に基づき、改修による再生整備と予防保全により学校施
設の老朽化対策、質的向上、環境対策等を実施し、長寿命化を推進します。
　また、トイレの洋式化・ドライ化による衛生環境の改善やエレベータ設置によるバリ
アフリー化を促進するとともに、非構造部材の耐震化など、学校の防災機能の強化に
向けた取組を推進します。 

・「学校施設長期保全計画」に基づき、計画的に施設整備を実施し、より多くの学校施設
について、早期かつ効率的に教育環境の改善を図るとともに、施設の長寿命化による
財政支出の縮減と平準化を進めます。
・校舎の内外装改修や断熱化などを実施する再生整備と予防保全に計画的に取り組み
ます。 
・老朽化の著しい給水管の改修を進めるとともに、併せて直結給水化＊を実施すること
で、子どもたちにより新鮮でおいしい水が提供できる環境を整備します。
・障害のある児童生徒等も安心して学習・生活することができる教育環境の整備として、
令和３（2021）年度末までに163校にエレベータ設置が完了しており、引き続き、誰も
が利用しやすい施設とするため、バリアフリー化の取組を推進します。
・子どもたちの健康面と関連性が高く、児童生徒や保護者等からのニーズも高いトイレ
改修については、令和３（2021）年度末までに141校で完了しており、令和４（2022）
年度末までに、高等学校等を含めた本市のすべての学校において快適化工事が完了す
るよう、取組を進めます。
・平成20（2008）年度及び21（2009）年度に小・中学校等の普通教室へ一斉に整備し
た空調設備は、設置から10年以上が経過し、劣化の進行が懸念されることから、脱炭
素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」も踏まえながら、複数年にわたる段階
的な更新の手法について検討を進めます。
・東日本大震災の被害状況や「川崎市地域防災計画」等を踏まえ、窓ガラスの飛散防止
対策等の非構造部材＊の耐震化など、地域の避難所である学校の防災機能の強化に向
けた取組を関係局と連携の上、推進します。

施策２．安全・安心で快適な教育環境の整備
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コラム 【学校プールの効率的な運用整備について】

　子どもたちの泳力向上、水の危険から身を守る運動の習得には、あらゆる児童生
徒に対応した専門的かつ効果的な水泳指導が求められている一方で、授業の実施
に当たっては、日常清掃や水質管理といったメンテナンスのほか、子どもたちの安全
確保を徹底する必要があるなど、教職員にとって大きな負担となっています。
　また、近年では、猛暑や台風、ゲリラ豪雨等により、十分な授業時間を確保できな
いケースが増えているほか、プール施設の老朽化に伴い、多大な更新費用が生じるこ
とが見込まれるなど、さまざまな課題があります。
　こうした課題に対応するため、今後、学校プールの新設・更新等のニーズが生じた
学校については、原則として、近隣の市民プールや民間プールまたは近接校のプール
の活用を検討することとし、民間事業者のきめ細かな専門的指導による子どもたち
の泳力向上、プール施設整備費用の削減、教職員の働き方改革などにつながる取組
を進めます。 
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　大規模集合住宅の開発や人口動態、また、義務標準法の改正に伴う小学校の学級編
制の標準の段階的な引き下げを踏まえた学級数の推計に基づき、教室不足が見込まれ
る場合には、一時的余裕教室＊等の普通教室への転用や、校舎の増改築、通学区域の見
直し、学校の新設等を計画的に行います。

・子どもたちを安全で快適な教育環境の中で育てていくことをめざし、社会的、自然的
要因による児童生徒数の動向等を踏まえ、地域ごとに必要な対応策を検討し、必要に
応じて計画的に増改築等を実施します。
・大規模な集合住宅の開発が進展している新川崎地区については、令和７（2025）年4
月の開校をめざし、小学校新設に向けた取組を進めます。

※計画の実施に当たり、学級数の増加に伴い教室不足が生じ、施設整備に一定期間を要するなど、特別の事
　情がある場合には、各地方公共団体がその実情に応じて対応する。
※本市では、第１、２学年は35人の学級編制を実施済み。

施策３．児童生徒数・学級数増加への対応

年度

学年

R4(2022)

小3

R5(2023)

小4

R6(2024)

小5

R7(2025)

小6

コラム 【義務標準法の改正について】

１ 趣旨
　Society5.0時代の到来や子どもたちの多様化の一層の進展等の状況も踏まえ、
誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの可能性を引き出す教育へ転換し、個
別最適な学びと協働的な学びを実現することが必要であることから、一人ひとりの
教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と、安全・安心な教育
環境を整備するために、公立の小学校の学級編制の標準を段階的に引き下げること
とされました。

２ 概要
(１)学級編制の標準の引下げ
　小学校の学級編制の標準を40人から35人に引き下げる。
(２)少人数学級＊の計画的な整備
　令和７（2025）年３月31日までに、学年進行により段階的に学級編制の標準を引
き下げる。

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

令和5（2023）
年度

令和6（2024）
年度

令和7（2025）
年度

令和8（2026）
年度以降

●「学校施設長期保全計画」に基づく長寿命化・再生整備の推進
校舎の工事:
16校
体育館の工事:
２校 

校舎の工事:
17校
体育館の工事:
４校

校舎の工事:
17校
体育館の工事:
13校

校舎の工事:
23校
体育館の工事:
16校

校舎の工事:
28校
体育館の工事:
16校

事業推進

学校施設環境改善事業 ●既存校のエレベーター設置の推進
完了校数:163校 完了校数:169校 完了校数:170校 完了校数:171校 完了校数:172校 全校完了(予定)

R9〔2027〕

・老朽化したエレベ
ーターの長寿命化
に向けた改修の推
進

事業推進

学校施設維持管理事業 ●学校施設・設備の保守・点検や維持管理、補修などの実施
・適切な保守・点
検、管理、補修の実
施

継続実施 事業推進

●効率的・効果的な学校施設の管理
・民間活用による
管理体制の検討、
調査

継続実施

●学校プール施設の効率的・効果的な管理
・学校プール施設
の今後のあり方の
検討と方針決定

・方針に基づいた
取組の推進

●普通教室の空調設備の更新
・更新方針の検討 ・更新方針の検討、

調査
・更新方針の決定 ・計画的な空調設

備の更新

●学校トイレの環境整備の推進
完了校数:141校 全校完了（予定）

●緊急性の高い老朽化した給水管の適切な更新
・更新方針の検討 ・方針に基づく設

計・工事の推進

●学校施設の防災機能の強化
○非常用電源としての蓄電池の整備
全校完了

○非構造部材の耐震化の推進
・窓ガラス飛散防止
フィルムの整備

・非構造部材の耐
震対策の推進

○学校施設の防災機能の適正な維持
・非常用発電機等
の維持管理

継続実施

★学校施設長期保全計画
推進事業

既存学校施設の改修（再生整
備・予防保全）により、老朽化
対策、教育環境の質的向上、環
境対策を計画的に実施し、よ
り多くの学校の教育環境を早
期かつ効率的に改善するとと
もに、長寿命化を推進します。

教育環境の向上をめざし、トイ
レの快適化やバリアフリー化、
普通教室の空調設備の更新等
を進めます。また、地域の防災
力の向上に向け、非構造部材
の耐震化など、学校施設の防
災機能の強化を図ります。

学校施設・設備の保守・点検や
維持管理、補修などを計画的
に実施します。
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　大規模集合住宅の開発や人口動態、また、義務標準法の改正に伴う小学校の学級編
制の標準の段階的な引き下げを踏まえた学級数の推計に基づき、教室不足が見込まれ
る場合には、一時的余裕教室＊等の普通教室への転用や、校舎の増改築、通学区域の見
直し、学校の新設等を計画的に行います。

・子どもたちを安全で快適な教育環境の中で育てていくことをめざし、社会的、自然的
要因による児童生徒数の動向等を踏まえ、地域ごとに必要な対応策を検討し、必要に
応じて計画的に増改築等を実施します。
・大規模な集合住宅の開発が進展している新川崎地区については、令和７（2025）年4
月の開校をめざし、小学校新設に向けた取組を進めます。

※計画の実施に当たり、学級数の増加に伴い教室不足が生じ、施設整備に一定期間を要するなど、特別の事
　情がある場合には、各地方公共団体がその実情に応じて対応する。
※本市では、第１、２学年は35人の学級編制を実施済み。

施策３．児童生徒数・学級数増加への対応

年度

学年

R4(2022)

小3

R5(2023)

小4

R6(2024)

小5

R7(2025)

小6

コラム 【義務標準法の改正について】

１ 趣旨
　Society5.0時代の到来や子どもたちの多様化の一層の進展等の状況も踏まえ、
誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの可能性を引き出す教育へ転換し、個
別最適な学びと協働的な学びを実現することが必要であることから、一人ひとりの
教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と、安全・安心な教育
環境を整備するために、公立の小学校の学級編制の標準を段階的に引き下げること
とされました。

２ 概要
(１)学級編制の標準の引下げ
　小学校の学級編制の標準を40人から35人に引き下げる。
(２)少人数学級＊の計画的な整備
　令和７（2025）年３月31日までに、学年進行により段階的に学級編制の標準を引
き下げる。
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基本政策Ⅴ 学校の教育力を強化する
　学校に求められる役割が増大している中、新たな教育課題等に対応するため、教職
員が本来的な業務に一層専念できるよう、学校運営体制の再構築を進めるとともに、
保護者や地域と一体となって子どもを育てる「地域とともにある学校」の実現に向けた
取組を進めます。また、学校全体の課題解決の力を高めるとともに、子どもの成長に大
きな役割を担う教職員一人ひとりが自己の資質や能力を高められるよう、人材育成等
の取組を推進します。

　教員は、学校において学習指導や児童生徒指導等の幅広い業務を担い、子どもたち
の状況を総合的に把握して効果的な指導を行っています。今日、学校現場を取り巻く環
境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が増大する中で、新学習指導要領の確
実な実施やGIGAスクール構想の推進など新たな取組にも対応する必要があります。
　複雑化・多様化する課題に教職員のみが対応するのではなく、心理や福祉等の専門
家などの多様な人材と連携・分担する「チームとしての学校」の体制を整備することで、
教職員一人ひとりが専門性を発揮し、教育活動を充実していくことが期待されていま
す。また、平成29（2017）年４月に実施された県費負担教職員の市費移管＊を契機に、
本市の実情に即した学校運営ができるよう、教職員定数の充実などを推進するととも
に、長時間勤務【図表１2】が課題となっている教職員の負担軽減と、教職員が心身共に
健康を維持し、誇りや情熱を持って業務を遂行できる職場づくりに向けて、平成31
（201９）年２月に策定した「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づき、教
職員の業務の見直し等を進めていますが、新型コロナウイルス感染症対策等の新たな
要因も生じてきていることから、十分な効果を生み出すためには、引き続き取組の推進
が必要です。
　「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という新学習指導要領の理念を学
校と地域が共有し、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を育む「社
会に開かれた教育課程」の実現に向けて、学校が家庭や地域の人々と連携・協働し、子
どもたちの成長を支えていくことが求められています。
　また、学校の教育活動について意見を交換する学校教育推進会議から、学校運営や
その運営に必要な支援について協議する学校運営協議会へと移行・展開していくこと
で、「地域とともにある学校」を実現することが必要です。
　これまでの取組を通じて、地域の教育資源や人材を活用している学校の割合や課題
を全教職員の間で共有している学校の割合、また教職員が研修に参加して学校教育活

○ 現状と課題 ○ 

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

令和5（2023）
年度

令和6（2024）
年度

令和7（2025）
年度

令和8（2026）
年度以降

●住宅開発・人口動態を捉えた児童生徒数及び学級数の推計の実施
・推計の実施 継続実施 事業推進

●児童生徒の就学状況等の調査及び実態に合わせた通学区域の検討
・調査・検討の実施
・大師周辺地区等
における通学区域
の見直し

・調査の実施と結
果を踏まえた通学
区域の検討、検討
結果に基づく取組
の推進

●児童生徒数の動向や学級編制の標準の引き下げ等に応じた計画的な施設整備
・高津小・柿生小・
東小倉小
増築工事（完成）

・井田中増築工事
着工（完成）
・坂戸小、新作小、
南百合丘小
増築工事着工

・鷺沼小整備方針
の検討と方針に基
づく取組の推進

・坂戸小、新作小、
南百合丘小
増築工事（完成）

・宮前平中
増築工事着工

・宮前平中
増築工事（完成）

・児童生徒数の将
来推計値に基づく
増築等の実施

●新川崎地区の小学校新設に向けた取組の推進
・基本設計 ・実施設計 ・新築工事 ・新築工事・完成 ・開校

★児童生徒数・学級数増加
対策事業

児童生徒数の増加や義務標準
法改正（35人学級の段階的な
実施）に的確に対応するため、
各学校の児童生徒数の将来推
計値に基づき、教室の転用、校
舎の増改築、新校設置、通学区
域の見直し等の適切な対応を
図り、良好な教育環境の維持
に努めます。
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基本政策Ⅴ 学校の教育力を強化する
　学校に求められる役割が増大している中、新たな教育課題等に対応するため、教職
員が本来的な業務に一層専念できるよう、学校運営体制の再構築を進めるとともに、
保護者や地域と一体となって子どもを育てる「地域とともにある学校」の実現に向けた
取組を進めます。また、学校全体の課題解決の力を高めるとともに、子どもの成長に大
きな役割を担う教職員一人ひとりが自己の資質や能力を高められるよう、人材育成等
の取組を推進します。

　教員は、学校において学習指導や児童生徒指導等の幅広い業務を担い、子どもたち
の状況を総合的に把握して効果的な指導を行っています。今日、学校現場を取り巻く環
境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が増大する中で、新学習指導要領の確
実な実施やGIGAスクール構想の推進など新たな取組にも対応する必要があります。
　複雑化・多様化する課題に教職員のみが対応するのではなく、心理や福祉等の専門
家などの多様な人材と連携・分担する「チームとしての学校」の体制を整備することで、
教職員一人ひとりが専門性を発揮し、教育活動を充実していくことが期待されていま
す。また、平成29（2017）年４月に実施された県費負担教職員の市費移管＊を契機に、
本市の実情に即した学校運営ができるよう、教職員定数の充実などを推進するととも
に、長時間勤務【図表１2】が課題となっている教職員の負担軽減と、教職員が心身共に
健康を維持し、誇りや情熱を持って業務を遂行できる職場づくりに向けて、平成31
（201９）年２月に策定した「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づき、教
職員の業務の見直し等を進めていますが、新型コロナウイルス感染症対策等の新たな
要因も生じてきていることから、十分な効果を生み出すためには、引き続き取組の推進
が必要です。
　「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という新学習指導要領の理念を学
校と地域が共有し、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を育む「社
会に開かれた教育課程」の実現に向けて、学校が家庭や地域の人々と連携・協働し、子
どもたちの成長を支えていくことが求められています。
　また、学校の教育活動について意見を交換する学校教育推進会議から、学校運営や
その運営に必要な支援について協議する学校運営協議会へと移行・展開していくこと
で、「地域とともにある学校」を実現することが必要です。
　これまでの取組を通じて、地域の教育資源や人材を活用している学校の割合や課題
を全教職員の間で共有している学校の割合、また教職員が研修に参加して学校教育活

○ 現状と課題 ○ 
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0～5年
6～10年
11～15年
16～20年
21～25年
26～30年
31～35年
36年以上

22～25歳
26～30歳
31～35歳
36～40歳
41～45歳
46～50歳
51～55歳
56～60歳

31.1%

19.2%20.5%

12.8%

5.6%

5.3%
4.6%

0.8%

図表13 在職年数別・年齢別教員の割合

令和３（2021）年度　年齢別教員の割合

令和３（2021）年度　在職年数別教員の割合

10.3%

17.4%

18.0%

16.0%
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動に反映させている学校の割合は年々増加しており、学校の教育力を着実に向上する
よう取組を進めています。また、各区役所地域みまもり支援センターに配置されている
区・教育担当がその配置の特性を活かして地域支援の専門部署や関係機関と情報共
有を行い、相互連携を促進し、各学校を丁寧に支援することで、学校の教育力を高めて
いくことにつなげています。
　一方、教員の在職年数については、１0年以下の教員が半数を占めており【図表13】、
経験の浅い教員に対しては授業や学級経営等を重点とした研修、学校を支えるミドル
リーダーとなる教員に対してはマネジメント等を重点とした研修を行うなど、教員のラ
イフステージに応じた研修の充実に努める必要があります。同時に、新学習指導要領
に示されている「主体的・対話的で深い学び」の確実な実施に向けて、授業力向上や
GIGA端末の活用に関する研修の実施など、時代の変化に応じて必要とされる教員の
資質・能力を育成していく必要があります。
　そして、絶えず変化する社会と学校に求められる役割を的確に捉え、教職員の資質・
能力の向上が図られるよう学校組織マネジメントを行い、研修推進体制を整備していく
ことが求められています。

図表12 １か月当たりの時間外在校等時間80時間を超える
　　　　教員の割合（令和２（2020）年度・年間平均）
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　「地域とともにある学校」づくりを推進しながら、研修等を通じて教職員一人ひとりの
資質・能力の向上を図るとともに、教職員が子どもたちと向き合う本来的な業務に一層
専念できる体制を再構築することで、学校の教育力を高めます。

○ 政策目標 ○ 

○ 参考指標 ○ 

学校における教育活動やさまざまな
活動に保護者や地域の人の参加を得
ている
【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 指標の説明 実績値 目標値
（Ｒ３（2021））

目標値
（Ｒ７（2025））

地域の教育資源や
人材を活用した
特色ある学校づくり

92.7%
（H29）

96.0％
　以上 ー※

教職員は、校内外の研修や研究会に
参加し、その成果を学校教育活動に
積極的に反映させている
【出典：全国学力・学習状況調査】

教職員の資質向上 90.3%
（R３）

98.0％
　以上 

98.0％
　以上 

「今住んでいる地域の行事に参加して
いる、どちらかといえばしている」と
回答した児童生徒の割合
【出典：全国学力・学習状況調査】

地域とのつながり
小６ 45.0％
中３ 31.2％
（R３） 

小６ 57.5％
中３ 33.0％
　　　　以上 

小６ 60.0％
中３ 40.0％
　　　　以上 

「学校生活が楽しい、どちらかといえ
ば楽しい」と回答した児童生徒の割
合
【出典：川崎市学習状況調査】

学校への好感度
小５ 93.8％
中２ 89.9％
（R３） 

小５ 94.0％
中２ 90.0％
　　　　以上 

小５ 94.0％
中２ 93.0％
　　　　以上 

「家で、自分で計画を立てて勉強して
いる、どちらかといえばしている」と
回答した児童生徒の割合
【出典：全国学力・学習状況調査】

家庭での学習状況
【第３期から設定】

小６ 72.4％
中３ 63.4％
（R３）

ー
小６ 73.0％
中３ 51.5％
　　　　以上 

保護者や地域の人が学校の美化、登
下校の見守り、学習・部活動支援、放
課後支援、学校行事の運営などの活
動に「よく参加している」と回答した
学校の割合
【出典：全国学力・学習状況調査】

保護者や地域が
学校運営に参加
している割合
【第３期から設定】 

小 44.3％
中 24.5％
（R３）

ー 小 64.6％
中 38.2％
　　 以上

学校全体の学力傾向や課題につい
て、全教職員の間で共有している
【出典：全国学力・学習状況調査】

学校の組織・
チーム力

96.5%
（R１） 100％ ー※※

ストレスチェックの集団分析結果にお
ける、「総合健康リスク」の市立学校全
体の平均値（全国平均を100とした場
合の割合）
【出典：川崎市教育委員会調べ】

学校における総合
健康リスクの
平均値
【第３期から設定】 

92.6
（R３） - 80.0

　以下 

※平成30（2018）年度以降の出典元の調査において設問がないため、目標値（Ｒ７(2025)）は設定していません。
※※令和元（2019）年度以降の出典元の調査において設問がないため、目標値（Ｒ７(2025)）は設定していません。 

コラム 【教職員の働き方・仕事の進め方改革】

　全国的な課題である教職員の長時間勤務を是正し、教職員が心身ともに健康を
維持し、やりがいや誇りを持ちながら業務を遂行できるようにするため、さまざまな
取組を推進しています。
　授業や学級経営、児童生徒指導等、教員の専門性が求められる本来的な業務に一
層注力できるよう、教員以外の職員が担うことができる業務について、役割分担・
適正化や人員体制の確保を行っています（学校給食費の公会計化、教職員事務支援
員・部活動指導員の配置等）。
　また、教職員自身がワーク・ライフ・バランスを大切にしながら、心身ともに健全
な状態でゆとりをもって子どもたちと向き合えるよう、勤務時間や働き方に関する
意識改革を推進しています（働き方・仕事の進め方に関する研修や学校閉庁日の実
施、部活動指導に係る方針の徹底等）。
　今後も、教職員の負担軽減策と意識改革に取り組み、学校教育の充実を図ってい
きます。 
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　「地域とともにある学校」づくりを推進しながら、研修等を通じて教職員一人ひとりの
資質・能力の向上を図るとともに、教職員が子どもたちと向き合う本来的な業務に一層
専念できる体制を再構築することで、学校の教育力を高めます。

○ 政策目標 ○ 

○ 参考指標 ○ 

学校における教育活動やさまざまな
活動に保護者や地域の人の参加を得
ている
【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 指標の説明 実績値 目標値
（Ｒ３（2021））

目標値
（Ｒ７（2025））

地域の教育資源や
人材を活用した
特色ある学校づくり

92.7%
（H29）

96.0％
　以上 ー※

教職員は、校内外の研修や研究会に
参加し、その成果を学校教育活動に
積極的に反映させている
【出典：全国学力・学習状況調査】

教職員の資質向上 90.3%
（R３）

98.0％
　以上 

98.0％
　以上 

「今住んでいる地域の行事に参加して
いる、どちらかといえばしている」と
回答した児童生徒の割合
【出典：全国学力・学習状況調査】

地域とのつながり
小６ 45.0％
中３ 31.2％
（R３） 

小６ 57.5％
中３ 33.0％
　　　　以上 

小６ 60.0％
中３ 40.0％
　　　　以上 

「学校生活が楽しい、どちらかといえ
ば楽しい」と回答した児童生徒の割
合
【出典：川崎市学習状況調査】

学校への好感度
小５ 93.8％
中２ 89.9％
（R３） 

小５ 94.0％
中２ 90.0％
　　　　以上 

小５ 94.0％
中２ 93.0％
　　　　以上 

「家で、自分で計画を立てて勉強して
いる、どちらかといえばしている」と
回答した児童生徒の割合
【出典：全国学力・学習状況調査】

家庭での学習状況
【第３期から設定】

小６ 72.4％
中３ 63.4％
（R３）

ー
小６ 73.0％
中３ 51.5％
　　　　以上 

保護者や地域の人が学校の美化、登
下校の見守り、学習・部活動支援、放
課後支援、学校行事の運営などの活
動に「よく参加している」と回答した
学校の割合
【出典：全国学力・学習状況調査】

保護者や地域が
学校運営に参加
している割合
【第３期から設定】 

小 44.3％
中 24.5％
（R３）

ー 小 64.6％
中 38.2％
　　 以上

学校全体の学力傾向や課題につい
て、全教職員の間で共有している
【出典：全国学力・学習状況調査】

学校の組織・
チーム力

96.5%
（R１） 100％ ー※※

ストレスチェックの集団分析結果にお
ける、「総合健康リスク」の市立学校全
体の平均値（全国平均を100とした場
合の割合）
【出典：川崎市教育委員会調べ】

学校における総合
健康リスクの
平均値
【第３期から設定】 

92.6
（R３） - 80.0

　以下 

※平成30（2018）年度以降の出典元の調査において設問がないため、目標値（Ｒ７(2025)）は設定していません。
※※令和元（2019）年度以降の出典元の調査において設問がないため、目標値（Ｒ７(2025)）は設定していません。 
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　「地域とともにある学校」として、各学校が保護者や地域の方々の理解と参画を得
て、創意工夫しながら特色ある教育活動に取り組めるよう、学校運営協議会の拡充、
学校評価＊の実施、夢教育21推進事業＊等の学校予算の自律性の確保を図ります。
　学校が抱えるさまざまな課題について、専門機関や関係部署、地域社会との連携を
強化して解決していくために、区における教育支援を充実します。 

・学校教育推進会議から学校運営協議会へと移行・展開することにより、地域住民が学
校運営に参画し、子どもたちの成長を支えていく持続可能な協働体制づくりを推進し
ます。
・小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へスムーズに移行で
きるよう、小中９年間の学びの系統性を確保し、小学校から中学校への接続を円滑化
するための小中連携教育の推進を図ります。
・各区役所地域みまもり支援センターに配置されている区・教育担当が、地域の子ども
支援に関わる諸団体、保健・福祉部門等の関係機関と連携することで、子ども支援を促
進します。
・学校の抱えるさまざまな課題に組織的に対応できるよう、区・教育担当を中心にきめ
細かに学校を支援することにより、困難を抱える子どもの小さなＳＯＳも見逃さない支
援体制づくりを推進します。
・各学校が運営計画に沿って学校運営費を効率的・効果的に執行できるよう、予算調整
制度を活用し、学校の自律的かつ円滑な運営を支援します。

施策２．学校運営の自主性、自律性の向上
　学校に求められる役割が増大する状況において、新たな教育課題等に対応するた
め、教職員が授業や学級経営、児童生徒指導等の本来的な業務に一層専念できるよ
う、学校運営体制の再構築に向けた取組を推進します。

・外部の専門的知見を活用した学校の業務改善の支援や、GIGAスクール構想により整
備された端末などICTを活用した働き方改革の取組を推進するとともに、教職員の働
き方・仕事の進め方に関する意識を高めていきます。
・教育課題に対応した教職員配置に加え、教職員事務支援員や障害者就業員、部活動指
導員、外国語指導助手など外部の専門スタッフを効果的に配置することで、チーム体制
を構築するとともに、学校の組織力を充実させていきます。

施策１．学校運営体制の再構築

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

令和5（2023）
年度

令和6（2024）
年度

令和7（2025）
年度

令和8（2026）
年度以降

●学校の円滑な運営に資する支援の実施
・法律相談弁護士
の配置による学校
法律相談の実施

継続実施

●学校運営体制の再構築に向けた取組
○ 「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づく取組の推進
・第２次方針の策定 ・方針に基づく取

組の実施・進捗管
理

事業推進

●学校業務効率化等による教職員の働き方・仕事の進め方改革の推進
○ 教職員事務支援員（又は障害者就業員）の効果的な配置
配置:全小・中学校 継続実施

○ 国の動向を踏まえた教職員勤務実態調査の実施
・調査実施 ・調査結果を踏ま

えた取組の推進

○ 学校における業務改善の支援
・学校における業
務改善に向けた取
組の支援

継続実施

○ 休日の部活動の地域移行に向けた取組の推進
・東高津中におけ
る実践研究の実施

・国の動向を踏ま
えた取組の検討・
実施

○ 部活動指導員の複数配置の推進
配置:51名 複数配置の推進:

55名
複数配置の推進:
66名

複数配置の推進:
81名

複数配置の推進:
104名

★学校業務マネジメント
支援事業

「教職員の働き方・仕事の進め
方改革の方針」に基づき、業務
の効率化や教職員の意識改革
に向けた取組を推進するとと
もに、円滑な学校運営に資する
支援を行います。




